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1．はじめに 

 出生力は様々な要因で変動するが、その一つに政策による影響が考えられる。出生力を変化

させることを直接の目的としない場合でも、出生力に何らかの影響を及ぼす政策は考えられる。

さらに近年では多くの先進国、新興国において出生力が人口減少を引き起こす水準にまで低下

していることが認識され、出生力の反転上昇を明示的に期待して導入される政策も増えてきた。

そうしたなか、政策が出生力に与える影響を定量的に、科学的にとらえることに対する要請が

ますます高まっている。本稿では、出生力に対する政策の影響を論じた研究をレビューし、実

証分析によって検証された影響に関する知見のほか、政策効果の測定に伴う困難や制約、留意

点等に関する専門家の議論について取りまとめた。

２．政策的関心としての出生力

出生力は、しばしば政策的関心の対象となってきた。政策は一般に一定の価値や目標を実現

するために用意されるものであるが（長谷川 1993）、いっけん個人的問題である生殖が政策の

関心事となる合理性はどこにあるのだろうか。

生殖は生物に普遍的な仕組みであるが、社会的動物であるヒトの生殖は、養育に多大なコス

トがかかることもあり、社会性と密接に結びついている。そのことによりヒトの生殖は個々人

のうちに完結した問題とはなり得ず、社会によって促進され、また制約をうけている。同時に、

個々人の生殖の結果が、所属する共同体や社会に影響を与え、時として集団的利益と相克して

しまうことがある。こうした複雑な社会性の中で行われる生殖過程における問題や、個人の行

動と集団の利益との不均衡、不調和を解消する目的で、出生力は歴史的にも政策の関心事とな

ってきた（兼清 2008）。とりわけ、近年の先進諸国は、生活力に欠ける子どもと高齢者を、家

族、市場、国家が総合的に支える福祉レジームを採用しており、その人口構造と見通しを把握

することが社会政策の遂行に不可欠となっている。

そして 20 世紀終盤以降の先進国においては、低い出生力が社会的に問題となっている。低い

出生力は人口減少を招き、社会の存続に危機もたらす。これに対する対応は一見して自明のよ

うであるが、人口の不均衡に関わる政策の目的および手段については様々な論争が繰り返され

てきた。1930 年代の欧州における低出生力期においては、多くの国で国家が国民に対し子を産

むことを強く要請する政策、すなわち人工妊娠中絶や産児制限を抑圧する政策や、結婚・出産

を積極的に奨励する政策がとられた（岡崎 1997, p.66）。こうした近代国家が個人の生殖や家族

に介入する際の問題性、とくに国家が政策という形で特定の、とりわけ保守的な立場での生き

方を強要し、その他の多様な生き方を抑圧する問題性は繰り返し指摘されている（ドンズロ

1977=1991、荻野 1994、田間 2006）。こうした問題故に、国家の家族に対する一切の不介入を

主張する立場があるかもしれない。経済における自由主義（リバタリアニズム）を家族に適用

する姿勢とも言えるだろう（森村 2001）。本田らの問題提起は、家族に対する政治的自由を追
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求する立場と言える（本田・伊藤 2017）。 
しかし、一方で、人間の養育コストの大きさ、複雑さを鑑みると、親だけが養育のすべてを

担うことに限界があることに加え、資源の偏りにより生活に困窮する親や子どもが生じる懸念

がある。このような観点から、社会民主主義的（リベラリズム）家族政策の必要性を説いたの

がスウェーデンのミュルダール夫妻である。ミュルダール夫妻は、周辺諸国と同様、低出生力

にあえぐスウェーデンにおいて、子どもを持つ夫婦の困難さに着目し、その解消に社会が取り

組むべきとの理念を提示した（Myrdal 1941）。具体的には、雇用労働者として働く女性の権利

を守りながら、公共政策によって出生率低下を防ぐあり方を提示したが、同時に、人口の量の

確保のために子どもの生活の質が犠牲にされるべきではないとも主張している。 
戦後の先進国では、1930 年代にとられた出生調節手段の制約や特定の家族を奨励する政策は

否定され、代わって、ミュルダール夫妻の提示した、次世代の福祉を侵害しない形で家族生活

に関わる個人の困難を解消することを目的とした家族政策が整備されていく（兼清 2008）。そ

して 1994 年の国連人口開発会議（ICPD）では、人口のマクロ状況に関する直接的目標が明示

的に廃止された。すなわち、人口に関わる政策は、人権を尊重しつつ、現世代および次世代の

十分かつ長期的福祉の達成に寄与する人的資源を、効果的に、柔軟に培うべきとの考えに舵が

切られた（Lutz 2014）。人口に関する数値目標が排され、人権、男女平等、生殖に関わる権利

と健康に関心が払われるようになったのである。このように、今日の低出生力に対する対策に

ついては、社会民主主義的政策の考え方が国際標準となっている（岡崎 1996, p.221）。本章で

扱う戦後の出生力に作用する「家族政策」も基本的にはこのような考え方に沿っているもので

ある。 
 
３．社会民主主義的家族政策の目的 
 
社会民主主義的家族政策は、子どもを持つことを奨励する政策ではなく、子育てにかかわる

親の様々なコストを緩和し多様な障害を調整することを目指している。さらに、20 世紀後半以

降に生きる人々の基本的原則である、人権と平等が重視され、自己決定が重んじられる。こう

した点を踏まえると、家族支援政策は、子どもを欲する人が子どもを持てるというだけでなく、

子どもの貧困を阻止することも目的とされる。そして、政策が特定の家族だけを支援すること

なく、男性か女性か、子どもの有無や数に関わらず、親は支援を受けることができ、また支援

を受ける子どもも、性別や背景によらず均等の機会が提供されることが求められる（Thévenon 
and Luci 2012）。すなわち、福祉を人々の幸福と広く捉えるならば、個人が抱える困難を社会的

に解消することによって、親と子供、親になりたい人、親になることを望まない人がそれぞれ

幸福を追求できることをめざすのが今日的家族政策の目的と考えられる。 
先進国の家族政策は、出生力を上げること/下げることを直接の目的とはしていない。しかし、

そこに掲げられている目標が、結果的に、「副効用（副次的効果）side-effect」（Thévenon and 
Gauthier 2011）として、出生促進につながると考えられている。今日、OECD 諸国の家族政策

は、主に女性の就業環境の保全と子どものウェルビーイングに関心を寄せている。これは今日

の福祉国家が、女性の役割革命、子どもの機会平等をめざしながら社会政策を脱家族化させる

流れ（エスピン-アンデルセン 2008）に同調しているといえる。その対象領域には、仕事と家庭

の調和、女性の労働力参加とジェンダー均衡の促進、そして、子どもと家族の貧困の撲滅、子
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どもの発達支援と幼児期のウェルビーイングの強化などが含まれる。ただし、家族政策におい

てどのような点を重視しているかは、先進諸国の間でも方向性や濃度に違いがある。例えば、

北欧は幼児期の子を持つ親の就業支援が手厚いが、英語圏は就業支援が少ない代わりに、とり

わけ低所得層に対する経済的支援が豊富である(Thévenon 2015)。なお、日本においては「家族

政策」の概念が明確に確立しているとは言いがたいが、社会保障や子育て支援策と関連づけら

れて議論されている（下夷 1994、阿藤 1996）。また、1990 年代以降の子育て支援策の展開に

ついては守泉（2015）、守泉（2019）に詳しい。 
 
４．出生力に対する家族政策効果の論点：効果測定はなぜ難しいのか 
 
上述のように、一般的に家族政策は出生力の上昇を直接の目的とするものではないが、その

影響、すなわちどのような家族政策が出生行動の促進あるいは抑制に結びついているかは把握

することができる。ただし、家族政策の出生力への影響を、とりわけ定量的に把握することは

難しく、またあったとしても、一般に期待される変動幅よりも小さいことが知られている。そ

の理由として指摘されているいくつかの論点を以下に示そう。 
 
(1)政策の影響過程の複雑さ 
 家族政策の出生力への影響を定量的に測定する試みは 1980 年代から見られるが、社会科学的

因果分析の発展とともにその方法も進化してきた。Gauthier(2013)のレビューによれば、第一世

代（1980 年代以前）では、出生力と政策変数を直接的に結びつける、いわゆる単変量分析で語

られていたが1、第二世代（1980 年代、90 年代）では、欧州各国のマクロデータを用いた比較

研究が可能になった2。ただし、国内の下位集団の反応の違いや、子どもを産む時期への影響な

のか、出生力の完結レベルへの影響なのかを区別することが難しかった。しかし第三世代（1990
年代以降）になると個票レベルのデータ、あるいは政策に反応する個人の経年変化を追うこと

ができるパネルデータの利用が主流となり、政策変化が出生確率に及ぼす影響などを観察する

ことが可能になった。しかしながら、こうした計量モデルの精緻化では対応しきれない困難性

が存在することも事実である。以下に Thévenon (2016）の指摘を要約しよう。 
 まず、特定の政策に対する効果を抽出することが難しい。ある政策の効果は、他の政策の存

在に依存するが、それらを識別するのが難しく、政策群として扱われることが一般的である。

また、通常特定の政策介入は、その政策が必要な特別な事情を持つ人になされるため、その効

果を一般化することができない（厳密にはランダム化比較実験を要する）3。その他、しばしば

その社会の歴史や文化などの文脈効果が小さくないことが地域比較研究などから明らかにされ

てきた。 
次に、出産という帰結の特殊性がある。出産は長期的な計画の中で意思決定がなされる。早

                                                        
1 例えば、1930 年代のフランスの家族政策は出生を 10％増加させる効果があるとの結果や(Dumont and 
Descroix 1988)、1970 年代の東ドイツの手厚い家族政策は東西ドイツの出生率の差の 0.1～0.3 を説明する

（Chesnais 1987）といった知見が述べられていた。 
2 欧州間の国際比較研究により、フランスの家族政策が 0.2～0.3 の期間合計出生率を説明することが示され

(Blanchet and Ekert-Jaffe 1994)、子ども手当の 25%の増加が、0.07 人の子ども数の増加に寄与する(Gauthier and 
Hatzius 1997)といった知見がある。 
3 さらに言えば、本来政策が有効な人に政策が届きにくいといった事情がある場合、傾向スコア法などで調整

して検証する必要がある。 
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い段階で政策が関与したとしても、出生行動の帰結として結果が表れるまでに時間がかかるか

もしれない。また意思決定に至るまでに様々な政策の影響が累積あるいは相殺されることがあ

りうる4。 
 また、家族政策の中でも、出産一時金のように、出生に対する直接的なインセンティブにな

るものもあれば、就業と子育ての両立支援のように、まずは労働市場における行動に影響をし

たあとに出生行動に影響するといった、間接的あるいは潜在的な影響過程もある。出生力に対

する効果を包括的に検証した先行研究によれば、出生の促進を直接的に期待する政策よりも、

仕事と家族の調和、あるいは、生活水準の上昇を目的とした政策のほうが、顕著な効果が観察

されるという、一見矛盾するが興味深い結果が示されている (Thévenon and Gauthier 2011)。 
その他、個別の政策の効果が加法的に影響するというよりも、そうした諸政策によって家族

形成期の生活が一貫して安定したという質的変化こそ重要であるとの指摘もある。また、当事

者の行動変化は、政策の導入後しばらく時間が経過し、制度の安定性がある程度確認された時

点で起こる可能性もある。その場合は政策効果の検出は、制度導入後の時間経過を待つ必要が

ある。実際には多くの研究が短期的観察に基づく政策と出生との関連を評価するので、長期的

に現れるはずの効果が過小評価されているおそれがある。このように政策の導入や制度の利用

がその後の出生に影響を与えるメカニズムは複雑であり、厳密なモデル化が難しい。したがっ

て事実上、特定の政策の因果特定は難しく、議論が説明仮説の提示にとどまることが多い

（Rindfuss and Choe 2016, p.3）。 
 

(2)出生力をいかに測定するか  
このように政策による刺激が出生力に反映するメカニズムの把握が難しいことに加え、そも

そもアウトカムとしての出生力の測定も単純ではない。マクロ指標としては、ある世代が生涯

にもつ子ども数の平均値（コーホートの合計出生率、コーホート TFR(Total Fertility Rate）や、

それを年次データから求めた期間合計出生率（仮説コーホートの合計出生率、期間 TFR）など

が考えられるが5、これらの指標は未婚者割合を反映するため、結婚後の夫婦の子どもの産み方

の指標としては不十分な側面がある。また、期間合計出生率は、しばしばテンポ効果の影響を

受ける。これは、女性が最終的に持つ子ども数に仮に変化がなくとも、晩産化が起きたり、逆

に出産の若年齢化が起きると、それにより期間指標が低下したり、上昇したりする現象を意味

する。有名な例は 1980 年代、90 年代のスウェーデンにおける期間合計出生率のローラーコー

スター現象であり、1980 年代に親保険に関する次子出産資格期間が 30 ヶ月に延長され、有利

な給付を受けるために次子までの出生間隔が短縮され、ベビーブームが到来した。しかし出生

が早められた分、90 年代の出生率は大きく減少することになる（Hoem and Hoem 1996、津谷 
1996）。このような激しい期間出生力の変動にもかかわらず、この間に出生を経験した世代の

最終的な子ども数には大きな変化はなく、一貫して 2.0 の水準であることが後に明らかになっ

                                                        
4 出生順位が絡む影響はさらに複雑で、3 子に対するインセンティブは 2 子を促進する結果にもなりうる。一

方で、2 子にインセンティブがあることで 2 子が促進されると、2 子から 3 子への拡大率が低下するかもしれ

ない。しかしこれは必ずしも 3 子の出生が抑制されたことを意味しない。 
5 一般に、ある年に生まれた女性集団の 15 歳から 49 歳までの年齢別出生率を合計したものがコーホート合計

出生率であり、（亡くなることなく 50 歳に達した）その集団の最終的な平均子ども数に相当する。他方、ある

年次の女性集団の 15 歳から 49 歳までの年齢別出生率を合計したものが期間合計出生率であり、仮に女性が当

該年の年齢別出生率に従って子どもを産んだ場合に期待される 50 歳までに持つ平均的子ども数と解釈でき

る。 
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ている(Hoem 2005)。出生力の指標としては期間合計出生率が使われることが多いが、こうした

テンポ効果の存在を踏まえて政策効果を評価する必要があるのである。 
 
(3)出生力に対する政策効果はなぜ「意外に小さい」のか  
 最後に、多くの研究で家族政策の出生への影響が「意外に小さい」と評価される背景を指摘

しておきたい。今日、先進国で一般に認識されているのは、人々の出生意欲に基づく水準（理

想とする子ども数や持とうとしている子ども数）に比べて、現実の子ども数が少ない、という

ことであろう。日本においては現実の期間合計出生率は 1.4 程度に対し、再生産年齢世代の出

生意欲の調査結果から「希望出生率 1.8」という水準を割り出し、そのギャップを子育て支援策

を通じて埋めることが目標とされている（内閣府 2016, 内閣府 2018）。このように出生意欲に

関する調査で明らかになる理想子ども数の水準と現実の子ども数の乖離を政策によって埋める

ことができるはずであるという期待は、他の先進諸国においてもしばしば見られる。しかしな

がら、こうした「潜在的政策効果」の認識は、効果を過大に見込むことになると Gauthier は指

摘している（Gauthier 2013）。その論点は主に二つある。 
 まず、（平均的）出生意欲指標と実際の（平均的）出生力指標は、いくつかの意味で単純比

較はできない。一般に個人が回答する理想子ども数には、社会的理想が含まれており個人的な

理想よりも過大になる傾向がある。また出生意欲は生涯安定しているとは限らず、人生の節々

で修正される(Hayford 2009, Kuhnt et al. 2017)。実際に 6 年間で半数が出生意欲を修正したとの

西ドイツの結果（Heiland et al. 2008）や 9 年間で 4 割強が希望子ども数を変えたとの日本の結

果が報告されている（福田・守泉 2015）。また、出生意欲が夫妻間で一致しない場合は、低い

方の水準に合わせて実現する可能性が高い。さらに、期間合計出生率と出生意欲指標を比較す

る際、期間出生率が上述の晩産化過程におけるテンポ効果による抑制フェーズであると、その

乖離を過大に見積もるおそれがある。 
最後に指摘できるのは、当事者が出産の障害と考えている領域のうち、一般に家族政策がカ

バーする子育ての経済的コストや両立コストが占めるのは一部にすぎないという側面である。

（次の）子どもを持たない理由を国際比較調査で調べたところ、いずれの国でも最大の理由は

「子どもの将来に対する不安」であった(Gauthier 2013, p.275)。こうした理由の解消は、特定の

政策で対処できるものではない。 
このように、個人が現実に希望している水準と個人が現実に産む水準との乖離は、出生意欲

指標と期間合計出生率の差よりもずっとわずかであると専門家は見ている。これが家族政策に

よって埋めることができる潜在的領域（期待される政策効果）が「意外に小さい」ことの理由

である。 
 
５．家族政策は出生力にいかに影響するか：何がわかったのか 
 
以上のように、出生力への政策効果に関する既存の知見は、それを期待する人にとっては失

望を伴うかもしれない。しかし、それは家族政策と出生力が無関係ということを意味しない。

数多くの研究が、家族政策、とりわけ子育て支援策が出生行動に何らかの影響をあたえている

ことを示している。ただし、出生促進を家族政策の直接の目的としている先進国はなく、親が

子育て負担の緩和や、ジェンダー平等の推進、貧困対策の一環として実施されている。子育て
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支援については、家族をサポートする様々な手段（直接的、間接的経済的支援、育児休業制度、

現物給付・サービス）のパッチワークとして進められている。ここでは Thévenon、Gauthier ら
の家族政策の体系にならい、経済的支援、出産・育児休業制度、保育サービスの各政策群に関

する出生力への影響に言及した比較的最近の研究を中心に、何が示されたのかを見ていこう6。 
 
 (1)経済的支援 
家族手当・子ども手当のような継続的所得移転、出産一時金は出生を促進することがあるが

概してその大きさは限定的であり、効果が見いだされない場合もある。そして一般的に、出生

タイミングに影響することも特徴的である（Thévenon 2016）。その背景としては、子ども手当

が次子の出生ではなく、現存子の投資にまわったり、直接費用の補填としては額が少なすぎた

り、あるいは刺激に反応する閾値の存在などが指摘されている(Thévenon and Gauthier 2011)。 
Ekert(1986)は、フランス並の養育コスト支援によって出生率に 10%程度の引き上げ効果が見

られることを示している。Kalwij は欧州 16 ヶ国の個票データから、現金給付は、完結出生児数

には影響しないがタイミングには作用することを示した（Kalwij 2010)。Laroque と Salanie (2014）
はマイクロシミュレーションを通じて、GDPの 0.3%という大規模な投入で 3.3%（TFRでは 0.06）
の出生増を見込み、特に第３子に対する影響が大きいことを示している。また前節の政策効果

の影響過程でも指摘したように、3 子へのインセンティブが 2 子も促進するなど、出生順位に

対する影響メカニズムは単純ではない（Breton et al. 2005）。 
各国の経済的支援は、子ども数や子の年齢、所得制限など条件が異なるが、概ね出生率 0.1～

0.2 程度の効果を示し、また完結レベルよりもタイミング効果があることを示す研究が多い。具

体的な支援内容よりも、“社会が支援している”という象徴的効果が存在する点も指摘されて

いる(Gauthier 2013)。 
 
(2)休業資格 
出産や育児に関連する休業制度については、より充実したサポートがあるほど出生増に結び

ついている（Duvander et al. 2010）。ただし、休業期間の長さとその間の給付金の額の影響を別

に推定した分析では、長い休暇は出生にはマイナス、一方で現金給付は正か影響なしという知

見が得られている（Hilgeman and Butts 2009）。長すぎない休業と十分な給付、すなわち、子ど

もとの時間がある程度確保できつつ、機会費用が高くないという環境が出生促進に結びついて

いるようだ。自宅保育手当は低所得者の出生増に結びつくなど階層差も認められる(Thévenon 
and Gauthier 2011)。その他、制度の有無だけでなく、スケジュールの柔軟性、雇用保障、職場で

の受入体制、時短勤務制度などの周辺的環境の重要性も指摘されている(Gauthier 2013)。 
 
(3)保育サービス 
保育所などの保育サービスの供給が出生力に与える影響は混在しており、正の効果もあれば

（ノルウェーの事例、Rindfuss et al. 2007）、影響なしとの結論もある（ドイツの事例、Hank and 
Kreyenfeld 2003）。ただし、概して 3 歳以下の子どもに対する保育所供給のインパクトが大き

い傾向にある。保育サービスといっても国によって様々な形態がある。そして入所しているか

だけでなく、コストと質、利用のしやすさ、開所時間の利便性、キョウダイ入園のルールなど

                                                        
6 家族政策の出生力への影響に関する 2000 年代以前については、小島(1994, 2003)に詳しい。 
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が出生の意思決定に大きく影響していると見られている（Gauthier 2013）。 
こうした政策効果を解釈する際の注意点としては、同じ政策でも出生順位によって影響が違

うことや、親や親となる人々の社会経済的地位の違いによっても影響が異なるという点であろ

う。例えば、低所得女性に対する家族手当は、子育て費用を相対的に大きくカバーすることに

なる（Aassve and Lappegård 2009）が、税控除による支援では、高所得世帯がより大きく反応す

ることが予想される。 
 
(4)子育てと両立できる就業環境 
 上記では育児休業や保育サービスといった個別の支援と出生力の関係をとりあげたが、ここ

では女性が出産するにあたり就業を中断することなく、働きながら子育てができるという環境

整備の進展と出生行動への影響いう観点で、どのような議論がなされてきたかについてまとめ

てみたい。 
 戦後、1970 年代に 1.5～2.0 の間に収れんしつつあった先進諸国の合計特殊出生率は、1980 年

代に入ると、その水準を維持または上回る国々と、さらに低下していく国々に分かれていく様

相を見せた。2000 年代にはその分化が鮮明となり、なぜ先進諸国の間で出生率水準に差が生じ

たのかについて、数多くの研究が行われた。このとき、女性の就業と出生のトレード・オフの

関係は、各国間の TFR の差の分析にあたって中心的課題として取り上げられた。 

 そこで多く指摘されたのは、かつては多くの国で女性の就業と出生は逆相関していたが、近

年は逆相関が弱まったり、正相関に転換していたりするという点である（Brewster and Rindfuss 

2000; Ahn and Mira 2002; Castles 2003; Rindfuss et al. 2003; Adserá 2004; Kögel 2004; Engelhardt et al. 

2004; Billari and Kohler 2004; 山口 2009）。そしてこの相関の変化には、両立支援策が大きな役

割を果たしているとされた（D’Addio and d’Ercole 2005; Hobson and Oláh 2006; 山口 2009；

Hilgeman and Butts 2009; Luci-Greulich and Thévenon 2013）。Thévenon と Gauthier による政策効果

に関するサーベイ論文によると、とくにワーク・ファミリー・バランスに役立つ休業制度や保

育サービス（とくに 3 歳未満）、柔軟な働き方については、出生力促進効果が確認されている

（Thévenon and Gauthier 2011）。 

 日本を扱った研究も、少子化との関連で女性の就業が議論の中心を占め始めた 1990 年代以

降、数多く行われてきた。分析に用いられているデータがどの出生コーホートを分析したもの

かに注目して、その研究知見を整理してみよう。 

1950 年代生まれの女性を対象とした分析では、就業継続の問題は、専門職に就き（多くが教

員、看護師、保育士）、親族の支援もある女性か、農業や小売業など自営業に従事する女性に関

係する問題であった。大多数の女性にとっては、就いた仕事は結婚や出産と同等の天秤にかけ

るほどのものではなかった（今田・平田 1992）。また、女性は就職動機が経済的理由ではなく

「自己実現」的なものなので、仕事と家庭の両立に直面すると、多くは就業継続せず退職する

ことが一般的だったと論じられている（田中・西村 1986；長津 1991；今田・平田 1992）。 

その後、消費生活に関するパネル調査（家計経済研究所）、出生動向基本調査（国立社会保障・

人口問題研究所）、就業構造基本調査（総務省）、国民生活基礎調査（厚生労働省）、単発の独自

調査などの個票データを使い、おもに 60～70 年代生まれの女性たちを分析した研究が活発に行
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われるようになった。結婚・出生時の就業状況や就業継続要因を探った一群の研究では、これ

らの世代でも女性の就業と出生にはトレード・オフの関係がみられ、第 1 子出生前後の就業継

続者割合は変化が見られないか、むしろそれ以前のコーホートより下がっていることが多く指

摘された（今田 1996；永瀬 1999；岩澤 2004；丸山 2001；新谷 1998；今田・池田 2006；

菅 2011；坂口 2011；是川 2019）。育児休業制度や保育サービスは就業継続や出生行動に促

進効果があることを多くの実証研究が見出したが（樋口 1994、2000；滋野・大日 1999；駿

河・西本 2002；駿河・張 2003；滋野・松浦 2003；山口 2005；吉田・水落 2005；滋野 

2006；打越 2017）、一方でそれらは特定層（高学歴者、長期勤続者、親と同近居、保育所入所

可能など）に対してのみ作用しており、女性全体の就業継続率の引き上げや出産・育児期の就

業促進への効果は小さいのではないかという問題提起もなされた（阿部 2005；Asai, 

Kambayashi and Yamaguchi 2015；Yamaguchi, Asai and Kambayashi 2018）。また、育児休業制度は

その有無だけではなく、制度の運用実態が実効性を持つ場合（休業を取りやすい、復帰後の見

通しがつく等）や、保育所利用や家族・親族による子育て支援と組み合わせが可能な場合に出

産後の就業継続を高めるという知見（永瀬 1999；今田・池田 2006；樋口 2007）など、両

立支援に関する制度は単独では出生確率に有意な影響はなく、さまざまな制度が利用可能でな

ってこそ成果を発揮する（野口 2007）ことを示す研究も少なくない。 

 近年では、1970 年代後半～80 年代生まれの人々を対象とした研究も増えてきているが、これ

らの人々はほとんどが 40 歳未満であり、出生行動との関連について分析したものはまだ少な

い。ただ、結婚・出産前後の就業継続に関しては、2010 年代に第 1 子を生んだ妻の継続率が大

きく増加したことがわかり（国立社会保障・人口問題研究所 2017）、大企業を中心に両立支援

制度が有意に第 1 子出産やその後の就業継続を増やしたという実証結果が出るなど（永瀬 

2014）、変化の兆しが見えている。しかし、1990 年代後半以降に雇用の不安定化が進み、非正規

雇用者が若い世代で急増したという新たな事象に関し、非正規雇用者は就業継続率も出生意欲

も低いこと（守泉 2005）や、非正規雇用の経験者は、結婚や出産時期が遅かったり、未婚の

まま残存する確率が高くなったりすることが指摘されている（酒井・樋口 2005；佐々木 2016；
香川 2013；麦山 2017）。未婚化の進展は未だにみられており、若い世代ほど「未婚者」が多

く、「結婚した人々」の属性に強いセレクションがかかり始めていると考えられる。結婚に初期

キャリアが強く影響していることと、結婚した人々の分析において就業と出生の両立が増えて

いるとの知見が出始めたことを考え合わせると、両立支援とその出生促進効果は高学歴・大企

業・正規職などの属性を持つ特定層では少なくとも実効性を持って機能し始めていることが推

測される。しかし、これを女性全体に広げるには、結婚すること自体の障壁を取り除くことと、

両立支援を正規雇用者以外でも実効性を持って使える制度設計にすることがポイントとして焦

点化してきている。 
 
(5)政策の組み合わせ効果、相対的効果、文脈効果 
最後に、国際比較により各政策の組み合わせや相対的効果の議論を指摘しておく (Gauthier 

and Hatzius 1997, Kalwij 2010, Harknett et al. 2014, Thévenon and Gauthier 2011, Luci-Greulich and 
Thévenon 2013）。育児休業の期間と所得補填、出産一時金、18 歳以下の子ども一人あたりの経

済的支援、乳幼児向けの保育サービス、3 歳以下の保育所入所率と一人あたりの支出額などの
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出生への影響が検討された結果、他の条件を統制した上でも出生増との関係が認められ、政策

の組み合わせによる相乗効果も認められた（Thévenon 2016）。また、育児休業期間の長さ、休

業中手当の額も影響するが、3 歳以下の保育所入所率の影響のほうが大きいことが示されてい

る。総じて保育所入所率が高く、育児休業資格が寛大である北欧では経済的支援の影響が大き

い。他方、保育所入所率が低く、経済的支援が大きい大陸欧州では、保育所入所率の効果が大

きく現れる。特定の手段に関するある種のバランスが、出生力への最大のインパクトをもたら

す可能性を示唆している。Luci-Greulich と Thévenon(2013)でも、手当、給与保障つき休業、保

育サービスの効果を認めるが、低年齢保育サービスのほうが、出産時の現金給付よりも出生に

強く反応することを示している。 
 政策の組み合わせ以外にも、制度的・文化的差異が政策の影響の仕方に大きく作用すること

が示されている（Luci-Greulich and Thévenon 2013)。Rindfuss と Choe(2016)は、国による違いを

説明する重要なコンテクストとして、政府の養育コスト支援以外に、労働市場の柔軟性、結婚

と出産の結びつきの度合い、ジェンダー均衡、教育システム、住宅市場に着目している。そし

て、子どもを持つ決断は、就学、就職、世帯の独立、仕事と家庭役割の両立、安定した将来見

通し、といったすべての人生の岐路をうまく乗り越える必要があり、そこに障害がある場合－

例えば、若者用住宅の不足、出産後に戻りにくい就業制度、親のフルタイム就業を前提としな

い学校制度、（東欧にみられた）経済体制の変化による見通し不安の増大－出生力が抑制され

ることを示す。このように、必ずしも意図しない形で、各国独自の歴史、制度、文化が出生の

決断に影響し、家族政策の影響を打ち消してしまう側面に注意する必要がある。 
 
６．「信頼」され「自主」を高める政策がもたらす出生力回復という「副効用」 
 
 これまで見てきたように、ライフコースにおける様々な意思決定の結果である出生に対し、

個別の政策の影響を定量的に把握することは容易ではない。また「出生意欲」として測定され

る出生力水準と現実の出生力との乖離には、家族政策が関与できる領域以外の要因が絡むため、

政策効果によって乖離を縮小できる潜在的な幅は一見するよりも小さいことも示してきた。た

だし、数多くの知見を総合的にとらえることで、いくつかの示唆も得られている。 
 まず、いずれの先進国でもライフコースが多様化し、ニーズも多様になっている。したがっ

て、「どの手段が有効か」ではなく、「選択肢の多さ」が期待されており、それが結果的に出

生増に結びついている。属性や立場の違い（男女、子の数、就業の有無･地位、婚姻上の地位な

ど）によらず、子育ての困難を解消することを目指す政策は、社会民主主義の理念とも一致す

るところである。 
 子を持つことは、個人にとっては極めて長期にわたるコミットメントであり、その決断には

慎重さを伴う。そうした決断に政策が有効かどうかには、その政策を打ち出す政府への「信頼 
confidence」の存在が重要であることが繰り返し主張されていた（Thevenon 2016)。そうした信

頼は政策の一貫性により醸成される。朝令暮改は極めてネガティブな効果を発揮する。社会の

将来見通しの悪さは、例えば東アジアで見られるような過当な教育投資に帰結し、子育てコス

トの高さが家族政策の支援効果を打ち消してしまう(Rindfuss and Choe 2016)。 
 そして最後に、先行研究からは、出生に対する直接的なインセンティブがある政策よりも、

そうでない支援策のほうが、出生力に対し長期的にはプラスの効果を示すというパラドクスの
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存在が示されていた。この点に関しては、Botev (2015)が興味深い説明をしている。彼は経済的

刺激などの外的インセンティブ extrinsic incentive は内発的動機付け intrinsic motivation を弱める

という心理学的知見に着目し、出生行動という本来内発的動機付けによって行われる行動に、

例えば一時金のようなインセンティブを与えると、内発的動機付けが下がり逆効果になると指

摘する。この点は少子化対策の逆効果を指摘し「誰もが少子化対策を声高に叫ばないような日

が来たとき、この日本列島においても、出生率は静かに回復していくだろう」（赤川 2017, p.192）
と結んだ赤川の見解にも通じる。 
内発的動機付けは、自己統制領域が広がり、能力が強化されなければ高まらない。出生力の

水準を目標に掲げ、奨励や報償のようなインセンティブ付与の政策は、短期的には出生力上昇

を引き起こすかも知れないが、内発的動機付けの引き下げにより引き起こる出生力の抑制は一

層深刻なものとなろう。家族政策が、家族を持とうとする若者の決断や実現における「自主

autonomy」が強化できたとき、出生力の回復という「副効用」がもたらされることを示唆して

いる。 
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